
宮城県ゆずりあい駐車場利用制度を
平成３０年９月３日から開始します！

「宮城県ゆずりあい駐車場利用制度」は，公共施設や商業
施設などの障害者等用駐車区画について対象者の方以外の
不適正な利用の抑止を図るために，歩行が困難な障害者の
方などに障害者等用駐車区画の利用証を宮城県が交付する
制度です。
対象となる駐車区画を利用する際には，車内に利用証を掲

示します。

（利用証掲示のイメージ）

身体障害者や要介護認定を受けた者，妊産婦，けが人な
ど（裏面に掲げる基準に該当する方）で歩行が困難な方です。

制度の実施について協力を申し出た
公共施設や商業施設の障害者等用駐車
区画で，対象区画であることを標示してい
る場所です。

幅広の「車いす使用者優先区画」と，
通常幅の「ゆずりあい区画」の２種類があ
ります。

（対象区画であることを示すステッカー）

申請方法 申請窓口 申請受付開始日

郵送による申請 県庁（保健福祉部社会福祉課）で受付 平成３０年８月１日

持参による申請
県庁（保健福祉部社会福祉課）及び
各保健福祉事務所（地域事務所）で受付

平成３０年９月３日

利用証の交付申請方法

お問い合わせ先

宮城県保健福祉部社会福祉課地域福祉推進班
電話：０２２－２１１－２５１９ E‐mail：syahukc@pref.miyagi.lg.jp
ホームページ：http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/syahuku/parking.html

※ 設置されている駐車区画の種類や
数は，各施設によって異なります。

利用証を使用できる駐車区画

利用証の交付対象者



 
○ 利用証を交付する対象者の基準  

対象者区分 交付要件 有効期間 

身
体
障
害
者 

視覚障害 

身
体
障
害
者
手
帳
等
級 

４級以上 

なし 

聴覚障害 ３級以上 

平衡機能障害   ５級以上 

肢
体
不
自
由 

上肢 ２級以上 

下肢 ６級以上 

体幹 ５級以上 

乳幼児期

以前の非

進行性の

脳病変に

よる運動

機能障害 

上肢機能 ２級以上 

移動機能 ６級以上 

内
部
障
害 

心臓機能障害 ４級以上 

じん臓機能障害 ４級以上 

呼吸器機能障害 ４級以上 

ぼうこう又は 

直腸の機能障害 
４級以上 

小腸機能障害 ４級以上 

ヒト免疫不全ウイル

スによる免疫機能障

害 

４級以上 

肝臓機能障害 ４級以上 

知的障害者 療育手帳「A」 

精神障害者 
精神障害者保健福祉手帳

「１級」 

難病患者 

特定疾患医療受給者 

特定医療費（指定難病）

受給者 

小児慢性特定疾病医療受

給者 

要介護認定を受けた者 
要介護状態区分が「要介

護１」以上 

妊産婦 

妊娠７か月～産後１年 

※ 産後は乳児同乗の場

合に限る。 

妊娠７か月～産後１

年 

※ 産後は乳児同乗

の場合に限る。 

けが人又は病気の者 

一時的に移動の配慮が必

要であることを確認でき

る者 

医師の診断書等によ

る必要期間以内 
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